




埼玉大学経済学会会則（抜粋）

１９９２年１０月２日施行　　

２００４年１１月９日改定　　

２０１５年  ５  月８日改正　　

　

第１条（名称）　本会は埼玉大学経済学会（The  Economics  Society  of  Saitama  University）　

　　　　　　　と称する。

第２条（目的）　本会は経済・経営・法学及び関連諸科学の研究と発表を目的とする。

第３条（事業）　本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

　　　　　　　１ .　機関誌『社会科学論集』の発行

　　　　　　　２ .　研究会及び講演会の開催

　　　　　　　３ .　その他本会の目的を達成するために必要な事業

第４条（組織）　本会は次の会員をもって組織する。

　　　　　　　１ .　普通会員

　　　　　　　　盧　本学経済学部教員

　　　　　　　　盪　会員になることを希望し，評議員会で入会を許可された者

　　　　　　　２ .　学生会員

　　　　　　　　盧　本学大学院人文社会科学研究科国際日本アジア専攻日本アジア経済経営コー

　　　　　　　　　ス・経済経営専攻学生及び経済学部学生

　　　　　　　　盪　本学以外の社会科学系研究科学生および社会科学系学部学生で，会員になる

　　　　　　　　　ことを希望し，評議員会で許可された者

　　　　　　　３ .　賛助会員

　　　　　　　　　会員になることを希望し，評議員会で入会を許可された法人（これに準ずるも

　　　　　　　　のを含む）

　

〈会費の納入について〉　

１ .　会員は機関誌『社会科学論集』の配付を受けることができます（会則６条）。

２ .　普通会員は年額８,０００円，賛助会員は年額５０,０００円を１口とし，郵便振替（埼玉大学経済学会・

　口座番号　東京８ － ６６１６７１）により納めてください（会則５条，会計規則１条・３条）。

３ .　学生会員は入学に際し，学部学生については４カ年分の会費として１６,０００円を，大学院博士

　前期課程の大学院学生については２カ年分の会費として８,０００円を，大学院博士後期課程の大学

　院学生については３カ年分の会費として１２,０００円を予納してください（会計規則２条）。



■  投　稿　規　定  ■ 
 
 

 

　 １.  （ジャンルと枚数）投稿をお願いするのは，次のものです。 

　　　　　  ・論　文 

　　　　　  ・研究ノート，判例研究，ケース 

　　　　　  ・資料，翻訳 

　　　　　  ・海外事情 

　　　　　  ・書　評 

　　　　　  ・その他 

　　　  以上の投稿原稿の枚数は，論文より翻訳までは 400 字詰原稿用紙 80 枚を，海外事情よ　

　  　りその他までは同 40 枚を限度とします。投稿原稿には，投稿者名を記入せず，「拙稿」　　    

　　 「拙著」など投稿者を特定出来るような表現を使用しないで下さい。 

　　　  投稿の際はコピーを一部つけて下さい。なお，論文よりケースまでは 150 単語以内で　

　　  書かれた英文または欧文のサマリーをつけて下さい。 

　 ２.  （投稿回数）原稿受付は年３回，原則として，５月末日，９月末日，１月末日とします。 

　 ３.  （レフリー制）投稿原稿は，編集委員会の審査を経て採用を決定します。 

　 ４.  （投稿資格）投稿は原則として会員に限ります（依頼原稿は除く）。 

　 ５.  （著作権）掲載された論文等の著作権（著作権法第 21 条－第 28 条）は埼玉大学経済学  　

　 　会に帰属し，投稿者はその電子化による学内外への公開を許諾するものとします。 
 
 原稿送付先・問い合わせ先　   〒338－8570　さいたま市桜区下大久保255 
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